
 

 
 

  

令和４年石巻市議会第３回定例会提出議案一覧 

１ 決算認定（３件） 

（１）認定第１号 令和３年度石巻市一般会計及び各種特別会計決算認定について 

（２）認定第２号 令和３年度石巻市病院事業会計決算認定について 

（３）認定第３号 令和３年度石巻市下水道事業会計決算認定について 

 

２ 令和３年度普通会計の指数等状況 

 

３ 令和３年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について 

 

４ 条例議案（３件） 

（１）第１１４号議案  石巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援に関して、国において、昨年８月に人事院が国会及

び内閣に対して行った「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」

の中で、人事院規則の改正等による休暇・休業等に関する措置を一体的に講じることとし、

非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するなど所要の措置について、本年１０月１日から

実施する予定であることから、本市においても、国家公務員の勤務条件との均衡の原則に基

づき、同様の措置を行い、市職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、本条例

の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

 第２条 

   非常勤職員の育児休業について、養育する子の出生後５７日以内の取得要件を緩和し、

当該子の出生日から起算して５７日目から６月を経過する日までの間に、任期が満了す

ることが明らかでない場合等は、育児休業を取得できるよう、条文を改めるもの。 

第２条の３及び第２条の４ 

非常勤職員の育児休業について、養育する子が１歳以降である場合の取得制限を柔軟

化し、夫婦交替での取得に係る育児休業開始日の制限の緩和や、特別の事情がある場合

の柔軟な取得を可能とするよう、条文を改めるもの。 

第２条の５ 

育児休業法の改正に合わせて、新たに「第３条の２」として規定するため、削除する

もの。 

第３条 

育児休業の取得回数制限の緩和に伴い、育児休業等計画書の仕組みを廃止するほか、

任期を定めて採用された職員が、任期を更新又は継続して採用される場合に、引き続き

育児休業を取得できるよう、条文を改めるもの。 

第１０条 

育児休業等計画書の廃止に伴い、文言の整理を行うもの。 

附則 

施行期日を令和４年１０月１日からとするもの。 



 

 
 

  

 

（２）第１１５号議案  石巻市手数料条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する

法律等の一部を改正する法律」が公布され、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正」

が本年１０月１日に施行されることに伴い、既存住宅流通市場を活性化させるため、既存住

宅及びマンション等の共同住宅の長期優良住宅の認定対象が拡大されたほか、認定手続が合

理化されたことから、認定申請に係る手数料の見直しを行い、適切な手数料の徴収を行うた

め、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

 第２条の２第１項 

既存住宅の認定審査条項が追加されたことに伴い、引用条項を改めるもの。 

第２条の２第３項及び第４項 

長期優良住宅建築等計画等の認定手続に係る法改正に伴い、引用条項を改めるもの。 

第２条の２第６項 

マンション等で管理組合が一括して認定審査を受けることができるようになったこと

に伴い、引用条項を改めるもの。 

附則 

施行期日を令和４年１０月１日からとするもの。 

 

 

（３）第１１６号議案  石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、建築基準法に基づく、応急仮設建築物等の存

続期間等の延長を可能とする条項が追加されたことから、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

 第６条第１項 

法改正に伴い、引用条項を改めるもの。 

 附則 

   施行期日を公布の日からとするもの。 

  



 

 
 

  

 

５ 予算議案（６件） 

（１）第１１３号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

            （令和４年度石巻市一般会計補正予算） 

（２）第１１７号議案  令和４年度石巻市一般会計補正予算（第５号） 

（３）第１１８号議案  令和４年度石巻市市街地開発事業特別会計補正予算（第１号） 

（４）第１１９号議案  令和４年度石巻市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（５）第１２０号議案  令和４年度石巻市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（６）第１２１号議案  令和４年度石巻市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

６ 条例外議案（１４件） 

（１）第１１１号議案  令和３年度石巻市病院事業会計資本金の額の減少について 

 ＜内  容＞ 

  病院事業会計では、これまで貸借対照表に旧市立病院建設の際に借りた起債の償還額を

毎年度資本金に計上しており、その起債の完済後に、資本金を減額し旧市立病院の未処理

欠損金へ振り替えることで帳簿上の財務処理をすることとしていたが、本年３月に当該起

債に係る未償還金を一般会計へ移管したことを契機に、病院事業会計の資本金を旧市立病

院の未処理欠損金に振り替え、旧市立病院に係る未処理欠損金を解消するもの。 

令和３年度における病院事業会計資本金４７億６，２８３万７，１２２円のうち、 

３２億９，２００万１，７５５円を減少させ、これを未処理欠損金に振り替えることにつ

いて、地方公営企業法第３２条第４項の規定に基づき議会の議決を求めるもの。 

 

（参考）令和３年度石巻市病院事業欠損金処理計算書           （単位：円） 

  資 本 金 資本剰余金 未処理欠損金 

令和３年度末残高 4,762,837,122 0 △ 3,920,420,629 

議会の議決による処理額 △ 3,292,001,755 0 3,292,001,755 

処理後残高 1,470,835,367 0 
（繰越欠損金） 

△ 628,418,874 

  



 

 
 

  

 

（２）第１１２号議案  令和３年度石巻市下水道事業会計利益剰余金の処分について 

＜内  容＞ 

 地方公営企業法の財務規定を適用する下水道事業会計において、令和３年度の決算に伴い、

利益剰余金の処分が必要なため、令和３年度未処分利益剰余金５億９，６４９万５，３０３

円のうち、４億１，０００万円を組入資本金へ組み入れ、１億６，０１１万１，９０２円を減

債積立金として積み立て、残りの２，６３８万３，４０１円を翌年度へ繰り越すことについ

て、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるもの。 

（参考）令和３年度石巻市下水道事業剰余金処分計算書          （単位：円） 

  資 本 金 資本剰余金 
未  処  分 
利益剰余金 

令和３年度末残高 61,910,990 4,642,920,453 596,495,303 

議会の議決による処分額 410,000,000 0 △ 570,111,902 

  
減債積立金の積立 0 0 △ 160,111,902 

組入資本金へ組入 410,000,000 0 △ 410,000,000 

処分後残高 471,910,990 4,642,920,453 26,383,401 

 

 

（３）第１２２号議案  石巻市過疎地域持続的発展計画の変更について 

＜内  容＞ 

石巻市過疎地域持続的発展計画は、昨年４月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法」に基づき、過疎地域とみなされる区域として指定された河北、雄勝、

北上及び牡鹿の４地区を対象に、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源

を活用した地域活力の更なる向上を図ることを目的に、令和３年度から令和７年度までを計

画期間として、昨年１２月に策定したもの。 

本年４月に、令和２年国勢調査の結果に基づき、桃生地区が過疎地域とみなされる区域に

追加指定されたことにより、桃生地区を対象地区に加えるための計画変更が必要となったた

め、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項において準用する同条

第１項の規定に基づき議会の議決を求めるもの。 

なお、計画変更する場合は、あらかじめ都道府県に協議しなければならないことから、宮

城県との協議の結果、去る８月２日付けで異議がない旨の回答を得ている。 

 

（４）第１２３号議案  工事請負の契約締結について 

            （前谷地小学校水泳プール改築工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市前谷地字沖埣１２５番地 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金２０７，９００，０００円 

・契約の相手方  石巻市双葉町１番１０号 

豊和建設株式会社 

代表取締役 阿 部   勝 



 

 
 

  

 

（５）第１２４号議案  工事請負の契約締結について 

            （石巻中学校校舎長寿命化改修その他工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市泉町四丁目７番１５号 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１，０２３，０００，０００円 

・契約の相手方  石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 

代表取締役 遠 藤 正 樹 

 

 

（６）第１２５号議案  工事請負の契約締結について 

            （石巻中学校校舎長寿命化改修電気設備その他工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市泉町四丁目７番１５号 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１８５，９００，０００円 

・契約の相手方  石巻市須江字畳石前１番地２５ 

株式会社協和産業 

代表取締役 四野見 達 也 

 

 

（７）第１２６号議案  工事請負の契約締結について 

            （石巻中学校校舎長寿命化改修機械設備その他工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市泉町四丁目７番１５号 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金２７７，２００，０００円 

・契約の相手方  石巻市蛇田字新下沼３番地２ 

共栄設備株式会社 

代表取締役 髙 橋 文 彦 

  



 

 
 

  

 

（８）第１２７号議案  工事請負の契約締結について 

            （石巻中学校武道場新築その他工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市泉町四丁目７番１５号 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金２０１，３００，０００円 

・契約の相手方  石巻市美園三丁目２１番地１２ 

石巻建商株式会社 

代表取締役 鎌 田 良 一 

 

 

（９）第１２８号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （（仮称）河北地区統合保育所建設工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役社長 若 生 翔太郎 

・契約金額    変更前 金３７４，０００，０００円 

        変更後 金３７５，２０８，９００円 

 

 

（10）第１２９号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （東中瀬橋橋梁下部工新設工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 山 田 史 郎 

・契約金額    変更前 金２４９，６５９，３００円 

        変更後 金２９２，３１８，４００円 

 

 

（11）第１３０号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （石巻工業港運河線道路新設及び橋梁上部工新設工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 遠 藤 正 樹 

・契約金額    変更前 金９６５，７９８，９００円 

        変更後 金９０９，７６３，８００円 

 

・請負者     石巻市清水町二丁目３番３号 

若生工業株式会社 

・請負者     石巻市末広町３番９号 

石巻建設株式会社 

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 



 

 
 

  

 

（12）第１３１号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （七窪蛇田線橋梁上部工新設（その２）工事） 

＜内  容＞ 

仙台市青葉区中央三丁目２番１号 

株式会社横河ブリッジ仙台営業所 

所長 田 村 太 郎 

・契約金額    変更前 金１，２５２，９００，０００円 

        変更後 金１，３４８，６５７，２００円 

 

 

（13）第１３２号議案  字の区域を変更することについて 

＜内  容＞ 

 石巻市大川地区で施行された農山漁村地域復興基盤総合整備事業の施行に伴い、事業区域

内の石巻市福地字国土ほか３６の字の一部又は全部の区域を、工事完了後の土地の形状に合

わせて変更することについて、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき議会の議決を求

めるもの。 

 

 

（14）第１３３号議案  市道路線の認定について 

＜内  容＞ 

市道路線の認定の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

認定 

県の事業によるもの 

・国道３９８号道路改良整備完了に伴う旧道移

管によるもの（北上地区） 

・復興県道整備完了に伴う旧道移管によるもの 

 （牡鹿地区） 

市の事業によるもの 

・民間の開発行為によるもの（河南地区） 

 

３路線 

 

１路線 

 

 

３路線 

 

１，８０５．５０ 

 

６４６.００ 

 

 

３４８．９７ 

計 ７路線 ２，８００．４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・請負者     横河・豊和特定建設工事共同企業体 

代表者 



 

 
 

  

令和４年石巻市議会第３回定例会追加提出議案一覧 

 

１ 条例外議案（２件） 

（１）第１３４号議案  工事請負の契約締結について 

            （石巻中学校屋内運動場長寿命化改修工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市泉町四丁目７番１５号 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金２００，２００，０００円 

・契約の相手方  石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 

代表取締役 遠 藤 正 樹 

 

 

（２）第１３５号議案  人権擁護委員候補者を推薦するにつき意見を求めることについて 

＜理  由＞ 

 人権擁護委員１名が欠員となっていることから、その後任候補者の推薦について仙台法務

局長から依頼があり、慎重に選考してきたが、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通

じ、人権擁護に関して理解のある横
よこ

 江
え

 良
よし

 伸
のぶ

 氏を新たな候補者として推薦したく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定に基づき議会の意見を求めるもの。 

 

 



１　予算議案（１件）

（１）第１３６号議案  令和４年度石巻市一般会計補正予算（第６号）

１　一般会計補正予算 （単位：千円）

２　主な内容

【 歳　入 】

≪一般財源内訳≫ （単位：千円）

〔今回補正額〕
財政調整基金繰入金

〔現計予算額〕
市税
地方譲与税
各種交付金
地方交付税
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
市債

石巻市の令和４年度　９月追加補正予算の概要

会　計　区　分
現計予算額 補 正 額 計

(A) (B) (A)＋(B)

 一般会計 81,513,076 1,300,000 82,813,076

今回の補正予算は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響が大きい低所得世帯（住民税非
課税世帯）に対し、１世帯当たり５万円を支給する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援
給付金」に要する経費を措置したもの。

国庫支出金 11,710,828 1,300,000 13,010,828

0
区　　分

現計予算額
(A)

補　正　額
(B)

計
(A)＋(B) 0

県支出金 4,891,647 0 4,891,647

分担金及び負担金 543,288 0 543,288

財産収入 272,319 0 272,319
18,844,277
754,321

使用料及び手数料 1,337,384 0 1,337,384
49,743,055

繰入金 4,274,069 0 4,274,069
211,613

寄附金 95,609 0 95,609
3,901,737
18,789,173

1,991

44,544
619,300

一般財源 49,743,055 0 49,743,055

計 81,513,076 1,300,000 82,813,076

6,745,300 0 6,745,300

142,455
1,124

諸収入 1,899,577 0 1,899,577
537
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3,861,982
2,570,001

市債



● 国庫支出金

(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金（10／10）

(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金（10／10）

【 歳　出 】

● 民生費

(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費

・ 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の支給に係る事務費

一般職手当（時間外勤務手当）

給付システム構築等業務委託料

電話受付窓口運営業務委託料

対象者送付用印刷・封入等業務委託料　　　　　　　　　　　　　

その他事務費（需用費、役務費等）

(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費

・ 住民税非課税世帯に対し、１世帯当たり５万円を支給する「電力・ガス・食料品等

価格高騰緊急支援給付金」

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金　　　　　　　　　

1,150,000

2,000

50,000

1,150,000 6

1,150,000

14款 1,300,000 4

千円
事項別
ページ

150,000

３款

150,000 6

60,000

15,000

23,000

千円
事項別
ページ
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１ 委員会提出議案（３件） 

（１） 委員会提出議案第５号 インボイス導入後もシルバー人材センターの安定的な事業    

運営が可能となるための措置の実施を求める意見書 

 

＜内  容＞ 

 シルバー人材センター（以下「センター」という。）は、「高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律」に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供

することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実や健康の保持増

進を図るとともに、地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。 

令和５年１０月１日から、消費税においてインボイス制度（適格請求書等保存方式）が導入

される予定となっている。消費税制度においては、年間課税売上高が1,000万円以下の小規模

事業者は消費税の納税義務が免除されており、センターの会員は、免税の小規模事業者に当

たる。 

これまで、全ての取引において「仕入税額控除」が認められていたセンターは、会員に支

払う配分金に関して消費税納税の必要はなかった。インボイス制度が導入されると、インボ

イスを介在した取引のみ「仕入税額控除」が認められ、免税事業者であるセンターの会員は、

適格請求書を発行することができないことから、センターは「仕入税額控除」ができなくな

り、新たに発注者からの預かり消費税分を納税する必要が生じる。 

しかし、公益法人であるセンターの運営は、収入が費用を超えてはならない収支相償が原

則であり、新たな税負担の財源はない。センターにとって、インボイス制度の導入に伴う影

響は極めて大きく、新たな税負担は、まさに事業運営上の死活問題である。 

人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、健康維持や社会参

加に重きを置いて「生きがい就業」をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業

者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しよう

と努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらす

ものと懸念する。 

消費税制度において小規模事業者は、消費税の納税義務が免除されているところであり、

少額の収入しかないセンターの会員の手取り額が減少することなく、またセンターにおいて

も、安定的な事業運営が可能となるための措置の実施を強く要望するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

（２） 委員会提出議案第６号 消費税のインボイス制度の実施延期を求める意見書 

 

＜内  容＞ 

新型コロナ危機の収束や景気回復が見通せない中で、令和５年１０月からインボイス制度

（適格請求書等保存方式）の実施に向けた準備が進められている。 

インボイス制度は、事業者間の取引慣行に影響を与え、免税点制度を実質的に廃止しかね

ないものである。仕入れや経費に含まれる消費税を価格や単価に転嫁できなければ、新規起

業者や個人事業主の育成が停滞することが懸念される。 

今コロナ禍の中で、物価上昇や原材料等の高騰で、中小企業・自営業者の経営危機がかつ

てなく深まっており、インボイス制度に対応できる状況ではなく、多くの中小企業団体、税

理士団体が「凍結」、「延期」、「見直し」を表明し、現状での実施に踏み切ることに懸念の声

を上げている。 

新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済社会においても、地域に根差して活動す

る中小業者の存在は不可欠であり、税制で商売を阻害することはあってはならない。 

よって、国におかれては、消費税インボイス制度の実施を延期するように強く求めるもの

である。 

 


